
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

審査基準（申請に対する処分関係） 

資料番号 13 担当課 建築住宅課 

法令名 建築基準法 根拠条項 77の35の2 
許認可等

の内容 

指定構造計算適合性判定機関

の指定 

（指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施） 

第十八条の二 都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規

定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第六条の三第一項及び

前条第四項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 

２ 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合

性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域

において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつ

ては都道府県知事がするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定を受けた者に構造計算適合性判定の全部又は一部

を行わせることとしたときは、当該構造計算適合性判定の全部又は一部を行わないものとする。 

４ 第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条の三第

一項及び第三項から第六項まで並びに前条第四項及び第六項から第九項までの規定の適用につ

いては、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定

を受けた者」とする。 

 

（指定） 

第七十七条の三十五の二 第十八条の二第一項の規定による指定（以下この節において単に「指

定」という。）は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。 

２ 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域

（以下この節において「業務区域」という。）を定めてしなければならない。 

３ 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知

事の意見を聴かなければならない。 

 

（欠格条項） 

第七十七条の三十五の三    次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 

一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 

四 第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 

五 第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの

日から起算して五年を経過しない者 

六 第七十七条の六十二第二項（第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。）の

規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その

消除の日から起算して五年を経過しない者 

七 建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者 

八 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者 

九 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

十 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者 
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